
ボールルームダンス指導者資格認定規定 

令和８年３月２日業務執行理事会規定 

 

第１章  総  則 

 

（目的） 

第１条 この規定は、公益財団法人日本ボールルームダンス連盟（以下「本法人」という。） 

が実施するボールルームダンス指導者資格の認定に関し必要な事項を定める。 

 

（指導者資格の種類） 

第２条 ボールルームダンス指導者資格の種類は、次のとおりとする。 

（１）プロフェッショナルダンス教師資格（以下「プロ教師資格」という。）１級～５級。 

    ダンス教室及びその他の施設において、職業としてボールルームダンスの指導を 

行う者。 

 （２）アマチュアダンス指導員資格（以下「アマ指導員資格」という。）１級～５級。 

    地域住民等を対象に営利を目的としないで公的施設等においてボールルームダン 

スの指導を行う者。 

 

（認定事業） 

第３条 本法人は、プロ教師資格及びアマ指導員資格の認定に必要な講習及び試験等を実 

施する。 

 

第２章  資格の認定 

 

（資格の認定） 

第４条 資格の認定を受けようとする者は、この規定に基づく講習を受け、試験に合格し 

なければならない。ただし、アマ指導員資格５級は講習のみとする。 

２ 前項にかかわらず、第２条各号各級と同等の技能及び知識を有すると 

本法人が認めた者については、資格審議委員会の面接を経て当該資格を認定する 

ことができる。 

 

（受験資格等） 

第５条 前条第１項の各指導者資格の講習及び試験の受講及び受験資格（以下「受験資格 

等」という。）は、別表１のとおりとする。 

 

 

 



（講習等の内容） 

第６条 講習は、集合講習及び個人指導（以下「講習等」という。）とする。 

２ 集合講習は、ボールルームダンス（以下「ダンス」という。）の実技及び理論、 

ダンスの指導方法等を行う。 

３ 個人指導は、本法人が認定した指導教室において、別に定める指導者によるダン 

スの実技及び理論、ダンスの指導方法等を行う。 

４ 第２条各号各級の受講すべき講習の単位は、別表２のとおりとする。 

 

（認定試験） 

第７条 認定試験は、筆記試験、実技試験及び面接試験とする。 

２ 筆記試験は、ダンスの知識と理論（フィガー及びダンス用語の解説）並びに一般 

  常識（ダンス指導者の基礎知識）とする。 

３ 実技試験は、カップル・ダンス及びソロ・デモンストレーションとする。 

４ 面接試験は、個別面接によりダンス技術及びダンスの指導方法等について行う。 

５ 第５条別表１に規定する各号各級の認定試験の内容は、別表３のとおりとする。 

 

（合否の決定） 

第８条 認定試験の合否の基準は、次の各号のとおりとする。 

 （１）筆記試験 

    第７条第５項別表３に定める筆記試験の各科目のチャート問題、用語、一般常 

識において、いずれも７０点（１００点満点）を超えた者を合格とする。 

 （２）実技試験 

    第７条第５項別表３に定める各種について、次の区分により合否を決定する。 

  ⅰ アマ指導員１～４級及びプロ教師４、５級 

カップル・ダンス及びソロ・デモンストレーションのそれぞれ全種目の平均点が 

いずれも７０点を超えた者を合格とする。ただし、３種目以上が７０点に満たな 

いときは、不合格とする。 

  ⅱ プロフェッショナルダンス教師２、３級 

    カップル・ダンス全種目の平均点が７０点を超えた者を合格とする。 

ただし、２種目以上が７０点に満たないときは、不合格とする。 

 （３）面接試験 

    全種目の平均点が７０点を超えた者を合格とする。ただし、２種目以上が７０点 

    に満たないときは、不合格とする。 

 

（受験の申請） 

第９条 この規定に基づく指導者資格の認定を受けようとする者は、別紙様式１により、 

いずれも都道府県加盟団体を通じて、本法人に申請書を提出しなければならない。 

  



（受講料及び受験料） 

第１０条 資格認定に要する受講料及び受験料は、別表４のとおりとし、前条の受験申請 

書を提出し、本法人に納付しなければならない。 

 

第３章  講習及び試験の実施 

 

（講習及び試験の実施） 

第１１条 第３条の講習及び試験は、それぞれ毎年１回以上実施するものとする。 

 

（実施機関等） 

第１２条 第３条に定める資格認定事業は、本法人が実施し、資格審議委員会が所管する。 

 

第４章  認定指導者の権利義務等 

 

（名簿の登載等） 

第１３条 プロ教師資格及びアマ指導者資格の認定を受けた者（以下「認定指導者」とい 

う。）は、合格者名簿に登載される。 

２  合格者名簿に登載された者は、本法人の登録会員となることにより資格が有効 

となる。 

 

（会員証の発行） 

第１４条 本法人は、前条第２項により登録会員として登録された者（以下「登録認定指 

導者」という。）に対し、会員証を発行する。 

 

（登録認定指導者の権利義務） 

第１５条 登録認定指導者は、本法人の主催する各種行事に参加し、施設を利用すること 

ができるほか、ボールルームダンスの指導に関し必要な情報の提供を受ける権 

利を有する。 

２ 登録認定指導者は、会員規定により、本法人に会費を支払わなければならない。 

３ 退会した者または会費未納により会員資格を抹消された者は、指導者資格が消 

滅する。 

 

（経過措置） 

第１６条 この規定の施行日より前に、「ボールルームダンス指導者資格認定規定（平成１ 

２年３月１７日常務理事会規定）」又は「プロ・ダンス・インストラクターの資 

格認定等に関する規定（平成１０年１０月８日常務理事会規定）」により指導者 

資格を取得した者は、この規定に基づく指導者資格の認定を受けた者とみなす。 

 



２ 前項の資格を有する者で、地域指導員とあるのはアマチュアダンス指導員、プ 

ロ・ダンス・インストラクター及び商業スポーツ施設インストラクターはプロ 

フェッショナルダンス教師とそれぞれ読み替えるものとする。 

 

（実施細則） 

第１７条 この規定の実施に必要な事項は、別に定め、業務執行理事会の承認を得るもの 

とする。 

 

附   則 

 

１．この規定は、平成２９年４月２４日から施行する。 

２．ボールルームダンス指導者資格認定規定（平成１２年３月１７日常務理事会規定）及 

  びボールルームダンス指導者資格認定規定施行細則（平成１２年３月１７日常務理事 

会承認）並びにプロ・ダンス・インストラクターの資格認定等に関する規定（平成１ 

０年１０月８日常務理事会規定）及びプロ・ダンス・インストラクター講習及び試験 

運用細則（平成１０年１０月８日資格審議委員会規定）は、いずれも廃止する。 

３．第１３条に加筆。第１５条に３項を設ける。平成３０年６月１１日から施行する。 

４．平成３０年９月１０日業務執行理事会にて第１０条の別表４の改正（平成３１年度秋 

  の試験から実施）プロ５級７０，０００円の受験料を ４０，０００円とする。 

５．令和３年３月８日業務執行理事会にて第４条２項を加筆訂正、第６条４項を訂正、別 

表１，別表２を加筆訂正。 

６．令和５年１月２３日業務執行理事会にて別表２、別表３、別表４を加筆訂正。 

７．この規定は、令和６年６月１０日から施行する。 

８．令和６年１０月２１日より、スタンダードをボールルーム、ＳをＢに名称変更する。 

９．この規定は、令和７年３月３日から施行する。別表４（第１０条関係）変更。 

１０．この規定は、令和８年３月２日から施行する。別表１（第５条関係）変更・ 

 

 

 

  



別表１（第５条関係） 

１ アマ指導員資格各級の講習及び試験の受講及び受験資格は、次のとおりとする。 

 （１）５級  受講時において満１８歳以上の者 

 （２）４級  アマ指導員資格５級を所持する者 

 （３）３級  アマ指導員資格４級を所持する者 

 （４）２級  アマ指導員資格３級取得後１年以上経過した者 

 （５）１級  アマ指導員資格２級取得後１年以上経過した者 

 

２ プロ教師資格の各級の受講及び受験資格は、次のとおりとする。 

 （１）５級   プロフェッショナルダンス教師資格５級認定試験運用細則第２条に 

定めた者 

 （２）４級   プロ教師資格５級を所持する者 

 （３）Ｂ３級  プロ教師資格４級を所持する者 

 （４) Ｌ３級   プロ教師資格４級を所持する者 

 （５）Ｂ２級  プロ教師資格Ｂ３級取得後１年以上経過した者 

 （６) Ｌ２級  プロ教師資格Ｌ３級取得後１年以上経過した者 

 （７）Ｂ１級  プロ教師資格Ｂ２級取得後２年以上経過した者 

 （８) Ｌ１級  プロ教師資格Ｌ２級取得後２年以上経過した者 

    Ｂ－ボールルーム  Ｌ－ラテン 

 

別表２（第６条第４項関係） 

 

受験級 
集合講習 

（単位） 

個人指導 

（単位） 
個人指導の資格 

アマ指導員  ５級 ３   

  〃      ４級 ６ １０ プロ４級以上の会員 

  〃      ３級 ６ １５ プロ４級以上の会員 

  〃      ２級 ６ ２０ プロ３級以上の正会員 

  〃       １級 ８ ２５ プロ３級以上の正会員 

プロ教師   ５級 ６ ６０ プロ４級以上の会員 

〃        ４級 ３ ５０ プロ３級以上の正会員 

〃  ３級(Ｂ･Ｌ) ６ ４０ プロ３級以上の正会員 

〃  ２級(Ｂ･Ｌ) ６ ４０ プロ２級以上の正会員 

〃  １級(Ｂ･Ｌ) １０ ４０ プロ１級の正会員 

     ※１単位は４０～６０分とする。 



別表３（第７条第５項関係） 

 

 

受験級 

筆記試験（問題数） 実技試験（科目） 

面接試験 
チャート

問題 
用語 一般常識 カップル ソロ 

アマ指導員  ５級       

〃      ４級 ２０ ２０  
ＷＦＱＴ 

ＲＣ 

ＷＱＴ 

ＲＣ 
 

〃      ３級 ２０ ２０  
Ｂ４種目 

Ｌ４種目 

Ｂ４種目 

Ｌ５種目 
 

〃      ２級 ４０   
Ｂ５種目 

Ｌ５種目 

Ｂ４種目 

Ｌ５種目 
 

〃       １級 ４０   
Ｂ５種目 

Ｌ５種目 

Ｂ４種目 

Ｌ５種目 
 

プロ教師    ５級 ２０ ２０ ２０ 
Ｂ４種目 

Ｌ５種目 

Ｂ４種目 

Ｌ５種目 
 

〃        ４級 ２０ ２０  
Ｂ４種目 

Ｌ５種目 

Ｂ４種目 

Ｌ５種目 
 

〃  ３級(Ｂ･Ｌ) ４０   
Ｂ･Ｌとも 

各５種目 
 

Ｂ･Ｌとも 

各５種目 

〃  ２級(Ｂ･Ｌ) ４０   
Ｂ･Ｌとも 

各５種目 
 

Ｂ･Ｌとも 

各５種目 

〃  １級(Ｂ･Ｌ) ４０     
Ｂ･Ｌとも 

各５種目 

  

   Ｂ４種目  ＷＦＱＴ 

   Ｂ５種目  ＷＦＱＴＶＷ 

   Ｌ４種目  ＲＳＰＣ 

   Ｌ５種目  ＲＳＰＪＣ 



別表４（第１０条関係） 

 

受 験 級 受講料及び受験料 

アマ指導員   ５級 １０,０００円 

   〃      ４級 １８,０００円 

   〃       ３級 ２３,０００円 

   〃       ２級 ２８,０００円 

   〃        １級 ３０,０００円 

プロ教師   ５級 ５０,０００円 

   〃       ４級 ５０,０００円 

   〃        ３級 ６０,０００円 

   〃        ２級 ７０,０００円 

   〃        １級 ８０,０００円 

 


